
第１回 インフラマネジメント戦略小委員会 

 

 

日時：令和８年１月３０日（木）１３:００～１５:００ 

場所：中央合同庁舎３号館４階 幹部会議室 WEB 会議併用 

議事：（１）今後のインフラのマネジメントのあり方について 

（２）これまでの国土交通省の取り組みについて 

（３）人口減少時代における持続可能な地方行政のあり方について（総務省） 

（４）具体的に議論すべき論点について 

（５）今後の検討の進め方について 

 

【事務局：森下公共事業企画調整課長】 

定刻となりましたので、ただ今より第 1回インフラマネジメント戦略小委員会を開催いたし

ます。本日の進行を務めさせていただきます、総合政策局公共事業企画調整課長の森下でござ

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、会議の開催にあたりまして、酒井国土交通副大臣より一言ご挨拶を申し上げま

す。副大臣、よろしくお願いいたします。 

 

【酒井副大臣】 

本日は、委員の皆様におかれましては、ご多忙のところ、「第 1回インフラマネジメント戦

略小委員会」にご出席をいただき、心より感謝を申し上げます。 

去る 1月 28 日、埼玉県八潮市において発生した下水道管路の破損に起因する道路陥没事故か

ら約 1年が経過いたしました。改めて、お亡くなりになられた方に対し、追悼の意を表します

とともに、ご遺族の皆様に心からお悔やみを申し上げます。 

国土交通省では、平成 24年に社会資本メンテナンス戦略小委員会を立ち上げ、インフラメン

テナンスに関する議論を進めてまいりました。その後、笹子トンネルの事故が発生し、翌年の

平成 25 年を「社会資本メンテナンス元年」と定め、省を挙げてインフラの老朽化対策に取り組

んでまいりました。 

特に、施設に不具合が生じる前に修繕等を実施する「予防保全型」メンテナンスへの転換に

向けた取組が進められているところでございます。一方で、インフラを管理する自治体、とり

わけ市町村においては、人員や予算の不足といった課題が深刻化しております。 

このような中、埼玉県八潮市において発生した道路陥没事故を受けて設置した有識者委員会

より、下水道のみならずインフラ全般について、点検や対策に「メリハリ」をつけるなど、よ

り効率的・効果的な維持管理について、昨年 12月 1 日に提言をいただいたところでございま

す。 

この提言を受け、大臣から「今後のインフラのマネジメントのあり方」について諮問がなさ

れ、12 月 25 日に開催された「社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会」にお

いて、「インフラマネジメント戦略小委員会」を設置することを決定いたしました。 

委員の皆様方には、幅広い見地のもとで、忌憚のないご意見をいただきながら、議論を進め

てまいりたいと考えておりますので、自由闊達なご議論をお願いしたいと存じます。宜しくお

願い申し上げます。 

 

【事務局：森下公共事業企画調整課長】 

酒井副大臣、ありがとうございました。本委員会の委員長につきましては、社会資本整備審

議会・交通政策審議会技術分科会技術部会運営規則により、技術部会長より、政策研究大学院

大学の家田仁特別教授が指名されています。家田委員長より一言ご挨拶をお願いいたします。 

 

【家田委員長】 

皆さん、お集まりいただきましてどうもありがとうございます。 

ご紹介いただきました家田でございます。 

本当に、先ほど酒井副大臣からお話ありましたように、八潮の事故が起きてから 1 年と 2日



というところにありますが、その当時のこの日本国全体での緊迫感に比べると、やはり全体と

して関心が薄れてるというのは否めないところでございます。 

しかし、現地では勿論まだ直ってないわけで、それに対して非常に困難な生活をしてる方々

がいっぱいいるということですね。 

今までこのインフラについては整備をしていく、どんどん広げていくということをやって、

そして出来上がったものを丁寧にメンテナンスしていくということで、整備とメンテナンスは

別物という風な扱いが多かったと思いますけども、昨今考えますに、やはり人口減少等々踏ま

えますと、整備していくということとメンテナンスしていくってことは本来一体であるべきも

のであって、これをマネジメントと呼んで、根本的に考え方を充実していこうということをこ

の 1 年間つくづくと感じた次第でございます。 

そしてまた、色々なルールがあるにしても、それがともすると血肉のあるような話ではなく

て、事務処理に出してしまうとの、結果として見るべきものが見えてないんじゃないかとかで

すね、やるべきものにきちんとしたメリハリをつけて、重点化をして、そしてトータルの効果

を上げるというような発想に欠けている面がないだろうかとか、色々考えるところがございま

した。 

先ほど副大臣からお話がありましたように、力強くこの国土交通省としても進めていきたい

ということでございますので、これまでの考え方を改めるということこそが基本であるという

風に私は考えますし、ぜひ委員の皆さん方、そういう面から忌憚のないところを、ここはおか

しいというようなところはぜひ言っていただいて、切り込んでいくということをお願いしたい

と存じます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【事務局：森下公共事業企画調整課長】 

家田委員長、ありがとうございました。酒井副大臣は公務のため、ここで退席をいたしま

す。 

 

【酒井副大臣】 

家田委員長をはじめとして委員の皆様、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございま

す。失礼します。 

 

【事務局：森下公共事業企画調整課長】 

続きまして、本委員会の委員の方々をご紹介させていただきます。ご出席の先生方から五十

音順でご紹介いたします。 

岩城一郎委員、植野芳彦委員、大橋先生まだちょっとご到着されてないですけども、大森有

理委員、小澤一雅委員、貝戸清之委員、梶浦敏範委員、鍬田泰子委員、あと Web 参加での小林

潔司委員、末松則子委員、戸田祐嗣委員、野口貴公美委員、あと、対面でご出席の羽藤英二委

員、Web でご出席の久田真委員、対面でご出席いただいてます横田弘委員。 

なお、足立泰美委員、滝沢智委員におかれましては、ご都合により本日はご欠席をされてお

られます。 

冒頭、カメラ撮りはここまでとさせていただきたいと存じますので、報道関係者の方の聴講

は Web でお願いをしておりますので、ご退席の方をよろしくお願いをいたします。 

それでは、以降の進行は家田委員長にお願いできればと思います。 

委員長、よろしくお願いいたします。 

 

【家田委員長】 

はい。それでは、お手元にあります次第、（1）から（5）までありますけども、（5）は後で

やるとして、（1）から（4）までまとめてご説明いただいて、総合ディスカッションという風

にしたいと思います。 

なるべくディスカッションの時間を取りたいので、手際よくご説明をお願いいたします。 

よろしくお願いします。 

 

【事務局：祢津企画官（公共事業企画調整課）】 



私の方からご説明させていただきます。着座にて失礼いたします。 

まず、資料 1 をご覧ください。今後のインフラのマネジメントのあり方についてでございま

す。 

こちらの、今回この小委員会を立ち上げるに至った経緯を整理してございます。1 枚おめくり

ください。これまでのインフラ老朽化対策に関する経緯でございます。 

2012 年 7月でございますけれども、左の 1 番上になりますが、大臣より諮問をいただきまし

て、今後の社会資本の維持管理更新の在り方について、ということで、議論をメンテナンス戦

略小委員会として開始したところでございます。 

その後、笹子トンネルの天井板崩落事故も起きたというところでございますけれども、2013

年をメンテナンス元年と位置づけて、ご覧のような計画体系を整備してきたところでございま

す。 

そのような中、下から 2番目の黄色いところでございますが、昨年 1月、八潮市で、下水道

管路の破損に起因する大規模な道路陥没が発生したというところでございます。 

先ほどご紹介させていただきましたが、12月 1日に第 3次提言におきまして、この信頼され

るインフラのマネジメントの戦略的転換ということで、新たなインフラマネジメントに向けた 5

つの道すじ、こちらを提言いただきまして、今後継続して具現化していくと、こうさせていた

だいたところでございます。 

2 ページ目でございます。その 5 つの道すじというものが、この真ん中の左のですね、紫色の

ところに 5点ほど書かせていただいております。 

キーワードといたしまして、この『見える化』、『メリハリ』、『もっと光を』、『統合的

マネジメント』、それから『モーメンタム』と、これが 5 つの道すじでございます。 

また、1 月 16日に閣議決定されてございます第 6次社会資本整備重点計画におきましても、

この右の緑部分でございますが、インフラマネジメントについて軸として記載をしているとこ

ろでございます。 

こういったところを背景にいたしまして、12 月 16 日、大臣から諮問をいただきまして、今後

のインフラのマネジメントのあり方について議論すべくこの小委員会を設置したというところ

でございます。 

3 ページ以降はその体系について整理をしてございます。 

10 ページ目をご覧ください。この小委員会の設置についてというところでございます。 

これまでの経緯として、先ほど申し上げました経緯がございます。 

その中で、今後のインフラのマネジメントを効率的、効果的に進めていくという観点で、11

ページの上段、2 番でございますが、主な審議事項といたしまして 5点ほど整理をさせていただ

いております。 

地方公共団体管理分も含めた様々な分野のインフラに関する実態の把握、これは見える化に

通じることかと考えております。 

また、維持管理の容易な構造の採用等を通じたメリハリのある維持管理、AI・ロボット等の新

技術の導入の方向性、インフラのマネジメントを支える主体間の連携・協働体制、そして、今

後のインフラのマネジメントのあり方についてということで、集約、再編といったことも含め

た形でのインフラ再構築も検討していく必要があると認識してございます。 

当面のスケジュールでございますが、令和 8年夏頃を目途に中間的な取りまとめを行うと、

こうさせていただいているところでございます。 

以上が経緯として、資料 1 のご説明でございます。 

続きまして、資料 2の説明を続けさせていただきたいと考えてございます。 

こちらにつきましては、これまでの、先ほどの 2012 年以降の国土交通省の取組についてご紹

介させていただきます。 

1 ページ目でございます。これまで、この 1番上のオレンジ部分でございますが、メンテナン

ス元年といったところから、平成 25 年 11 月にこのインフラ長寿命化基本計画、これは関係省

庁全体でございますけれども、基本計画が策定されてございます。 

これを踏まえまして、各省または各自治体におきまして行動計画といったものを策定し、各

施設別の個別施設計画が策定されていると、こういったところでございます。 

国土交通省におきましては、現在、2 ページ目でございますが、行動計画が令和 7 年度までの



計画ということで、ご覧のような計画、予防保全ですとか新技術の導入または集約・再編と、

こういったところをキーワードに策定しているところでございますので、令和 8年度以降の計

画を速やかに整理していくといったところもございます。 

3 ページ以降でございます。これは参考でございますけれども、各主要なインフラの管理者別

の比率を整理してございます。 

特にピンク色のところでございますが、こちら、橋梁ですとか水道、下水道といったところ

が非常に、このピンクの部分、これ市区町村の管理といったところになりますが、非常に多い

といったところが見て取れるかと考えてございます。 

4 ページ、5 ページでございますが、こちら、点検・健全度判定の状況ということで、健全度

から緊急的な措置が必要なものの比率を各施設別に整理をさせていただいているところでござ

います。 

6 ページをご覧ください。そういった中で、市区町村の現状でございます。 

市区町村の技術系職員、この場合、土木・建築と定義してございますが、現状、技術職員が 5

人以下という自治体が約 5 割をすでに占めているという状況でございます。 

また、この右上の青い部分になりますが、0人といった自治体も 25％を占めているというの

が現状でございます。 

また、7 ページでございますが、財政面におきましても、1990 年代前半のピーク時と比べま

すと約 6 割といった形で土木費が推移しているということで、財政面でも体制面でも非常に大

きな課題を抱えているといったところがございます。 

8 ページ目でございますが、効率的に的確にインフラメンテナンスを行っていくということ

で、前身となりますメンテナンス小委員会でもご提言をいただきまして、この地域インフラ群

再生戦略マネジメント、いわゆる群マネといった施策をここ数年議論させていただいておりま

す。 

具体的には、左、真ん中の部分になりますが、この自治体間の広域的な連携、または道路で

すとか河川といったこういう分野の連携、こういったものを束にして、効率的に効果的にマネ

ジメントをしていくといったことを議論させていただいております。 

9 ページでございますが、10月 14 日、昨年でございますけれども、先ほど申し上げましたよ

うな技術系職員がいない自治体もあるということで、なるべく親しみやすく読みやすくといっ

たことをちょっと工夫させていただきまして、手引き、群マネ入門超百科といったものを公表

させていただきました。今日はお手元にお配りしておりますが、なるべく読みやすいように工

夫し、このような形で公表をさせていただいております。 

ちなみに、1 ページおめくりいただくと植野委員のコメントもございますので、ちょっと後で

ご確認いただければというふうに考えてございます。 

次のページでございます。また新技術の導入ですとか、あるいは専門家の派遣といったとこ

ろも非常に重要になってくるというふうに認識してございます。 

次の 11 ページになりますけれども、我々の方で、現在こういった、群マネサポーターと今仮

称してございますが、自治体の方に専門家の派遣といった観点でアドバイザーの制度なんかも

現在検討しているところでございます。こういったところを具現化してまいりたいと考えてご

ざいます。 

12 ページでございます。こちら、先ほど申し上げました八潮の検討会の概要をご説明させて

いただいております。 

12 月 1 日に、下水道だけではなくてインフラ全般も加味した形で、第 3 次提言という形で公

表させていただきました。 

1 枚飛ばしまして 14 ページでございます。特にそのインフラのマネジメントにつきまして

は、この右側のですね、新たなインフラマネジメントに向けた 5つの道すじということで、

（1）から（5）ということで、この視点を踏まえた上で今後具現化していくといったところを

取りまとめさせていただいたところでございます。 

15 ページ、16ページでございます。これは、1 月 16 日に閣議決定されました社会資本整備重

点計画の概要でございます。 

この中でも、重点目標Ⅰというところを、1番左のところでございますが、赤囲みとさせてい

ただいてますが、「地域の将来像を踏まえたインフラの再構築」ということで、老朽化対策の



徹底のみならず、人口減少に対応したまちづくりと一体で良質なストックを形成、といったと

ころで盛り込ませていただいてございます。 

また、その下の重点目標Ⅳにおきましては、「地域のインフラを支える地方公共団体の管理

機能の維持」ということで、こういった広域・複数・多分野のインフラ管理の推進ということ

で、群マネについても重点的な目標として盛り込ませていただいたというところでございま

す。 

その詳細につきましては、16、17 ページに、さらに重点目標の欄でご紹介をさせていただい

ております。私から以上でございます。続きまして、下水道でございます。 

 

【事務局：山縣事業マネジメント室長（下水道事業課）】 

はい。では、下水道の基準の検討状況でございます。 

先ほどの八潮の検討委員会のご提言も踏まえまして、下水道管路のマネジメントに関する基

準の見直しに向けまして、技術的、専門的見地から具体的に検討を行います下水道管路マネジ

メントのための技術検討委員会をですね、昨年 8月に立ち上げました。 

この検討会ではこれまで 5 回にわたり検討を行いまして、今年の 1月 20日にこれまでの検討

結果につきまして中間整理として公表したところでございます。 

中間整理の概要、1枚、次のページに書いてございます。こちらで、1 番ですね、考え方とし

まして、下水道管路について、八潮の管路のようなですね、地域の住民の方に重大な影響を及

ぼすような太い口径の管路等をですね、重要管路として、またそれ以外の細い管路を枝線とし

て区分しまして、メリハリを付けて、限られた人員、予算の中で安全性を確保するということ

を示しております。 

また、管路の点検の結果ですね、必要な対策を判断いたします。診断につきましては、管路

の構造など必要な知識や技能を有する者が行うということとして、質の確保していくというこ

ととしております。 

3 番の構造基準に関しましては、重要管路につきまして、水位を下げられないような箇所につ

いてはですね、複線化ということでですね、リダンダンシー（多重性）を確保するということ

ですとか、あるいはマンホールの蓋の大きさをですね、ドローンとかそういった機材が入りや

すいようなちょっと蓋を大きくするですとか、そういう維持管理の容易性にも配慮するという

ようなことも示しております。 

さらに、4番の見える化としまして、テクニカルの見える化としてですね、しっかりと点検、

診断の結果をデジタル化するですとか、あと市民の方への見える化、シビックの見える化とし

ては、老朽化対策の状況や対策内容をしっかり公表していくということとしております。 

こういった中間整理を踏まえましてですね、必要な制度的な見直しも進めていくこととして

おります。以上でございます。 

 

【事務局：森下公共事業企画調整課長】 

それでは次、資料 3の説明に先立ちまして、今回、地方自治体の管理されているインフラの

マネジメントについて深く議論をいただきたいということで、地方行政を担当されておられる

総務省からオブザーバー参加をいただいております。行政課並びに財務調査課からご参加いた

だいております。現状色々ご検討されている状況につきまして、本日は行政課長の植田様から

資料 3を用いてご紹介をいただくということでございます。課長、よろしくお願いいたしま

す。 

 

【総務省 自治行政局行政課 植田課長】 

ただいま御紹介いただきました総務省自治行政局行政課長の植田と申します。よろしくお願

いいたします。私の方から、総務省で、まさにこの人手不足等を踏まえて、地方の行政の在り

方をどういう風に考えていくか、近年議論している内容や、今後どういった議論をしていこう

と考えているかという点について御紹介させていただければと思います。 

「人口減少時代における持続可能な地方行政のあり方について」という資料を、１枚おめく

りください。去年の６月まで「持続可能な地方行財政のあり方に関する研究会」という研究会

を開催しており、その報告書のポイントを掲載しております。 



１のところは、皆様方御承知のとおり、生産年齢人口が非常に減少している中で専門人材の

不足が喫緊の課題となっております。これから団塊ジュニア世代が退職していく中、今後更に

人材不足が深刻化していくことが見込まれます。 

こうした中で、市町村が本来注力すべき業務により注力して、各地域が活力に満ちた分権型

社会を実現するためには、少しこれまでとは違った新たな視点で、個別の事務の課題を踏まえ

た対応や制度の見直しがいるのではないかということが結論として報告されております。 

この研究会について、こちらの小委員会とも関係しますが、非常に特徴的なのは、右真ん中

あたりに書いておりますとおり、10 の個別の行政分野について御議論いただいた点です。中で

も、インフラ、道路、上下水道のように市町村を中心とした自治体の現場で人手不足の問題が

特に生じているような分野、またボリュームとして大きな分野について、個別の自治体の業務

の状況をお聞きしながら、議論いただきました。その個別の課題の分析から、それを抽象化す

ることによって、この検討の視点、こういった業務に関してはこういうソリューションを考え

なければいけないのではないかということをこの研究会では議論いただきました。 

対応方策としては、この２ポツの１行目に書いておりますとおり、減らす、まとめる、担い

手を広げる、生産性を高める、ということです。これら自体はそれほど新しいものではござい

ませんが、徹底してこういったことを考えるということをしようとしても、市町村だけにお願

いしていては中々その議論自体が進まない、ということもございます。それは、元々人手不足

が問題なのに、それに輪をかけて人手不足対策を考えてもらうということは、非常に難しいと

いうところから来ているものと考えています。 

下のところに今後の進め方とございますが、２つの大きな方向性があると考えております。 

まず１つは、各地域において色々な取組を促進していくということです。これは市町村任せ

にするのではなく、各都道府県に入っていただくということが１つあるだろう、その中には国

も伴走支援的に入っていくことが考えられるだろうということがございます。 

ただ、これだけではなかなか抜本的な対策に至らないということも議論させていただいてお

りました。最後のページに掲載しておりますが、先週の月曜日、１月 19日に総理の諮問機関で

ある第 34次地方制度調査会が発足いたしまして、その中で、国、都道府県、市町村の間の役割

分担についても、もう一度この時代に合った形に考え直す必要があるのではないかということ

について御議論いただくことを予定しております。 

以上が概要の御説明になりますが、残りの資料について簡単に御説明いたします。 

２ページをお開きください。将来の人口規模について、2050 年のところを見ていただきます

と、人口１万人未満のところは 40％を超えてしまう。都道府県についても、21県で 100 万人未

満になってしまうというところでございます。 

３ページ、お願いいたします。団塊ジュニア世代がこれから退職していくということで、そ

のことが大きな意味を持つということを示しております。 

左側の自治体の職員数について、50 代前半ぐらいの団塊ジュニア世代が今ボリュームゾーン

になっておりますが、その世代が現役を退きますと、その後入ってくる世代というのは、この

右の側の黄色い四角囲みのとおり、３分の１近くに出生数は減っている世代ということになり

ます。これを踏まえると、今と同じ形で職員数を確保し続けることは官民ともに無理だろうと

いうことで、仕事の仕方を変えていくとか、仕事のボリュームを変えていくということをしな

ければいけないということになろうかと思われます。 

４ページ、お願いいたします。人材確保に関する課題認識に関して、特にこの土木技師、保

健師、建築技師、ICT 人材といった人材について、大きな課題があるということでございます。

インフラ関係の人材は本当にいないと首長さんからもよく聞きます。 

1 番下のところに、国交省さんが調べられた調査結果になりますが、技術職員の採用について

約半数の市町村で応募がほとんどないというようなことになっております。 

５ページ、お願いいたします。こういった状況ではございますが、実は様々な自治体の全体

の業務を考えますと、分権後、非常に仕事も増えてきているということでございます。人口減

少そのものに対応する事務も増えていく、また、社会情勢の変化や、自治体とか行政に対する

期待が変わってくることによって、よりきめ細かに様々な行政需要に対応していかなければな

らなくなっております。 

この中にもちろんインフラの老朽化対策が入っておりますが、それ以外にもこういった事務



が色々増えているのだということを御認識いただければと思います。 

また、右側のグラフについて、国と自治体との関係性の中で、例えば努力義務やできる規定

であったとしても、様々な計画を策定することとしている法令が実は増えているということ

で、そういった点についてもどういう風に整理していくか考えなければならないだろうという

ことでございます。 

６ページ、お願いいたします。特に福祉分野が多いですが、分権一括法後、こういった形で

事務が新たに増えたり移譲されたりしていたということを表しております。 

７ページをお願いいたします。詳しくは申し上げませんけれども、研究会において 10 分野を

どういう風に議論したかというところを少し御覧いただければと思います。国、都道府県、市

町村でどういった業務の分担、役割分担をしているかということを示しております。 

その上で、人口５万人と人口 1500 人のＡ市、Ｂ村に 10分野について実際にどのような体制

で行っているのか詳しくお聞きしました。先ほども技術職員が５人以下の自治体が非常に多い

というお話の御紹介がありましたが、例えば５万人規模のＡ市でも下水道担当は技術職がいな

いということでございました。技術職がいない７人の下水道係で、やれることをやっていると

いうところが非常に苦しいところということかと思います。 

９ページをお願いいたします。こうした中、水道事業についても、給水人口規模が小さい団

体ほど耐震適合率が低いといった課題もあるということでございます。 

10 ページをお願いいたします。下水道については、先ほどから縷々御説明がございました

が、まさにその事故の発生もあった中で、なかなか難しい点が引き続いてあるということでご

ざいます。 

11 ページをお願いいたします。そういった課題に対してどういう対応がされてきたか分析を

していただいたものです。具体例として、広島県や秋田県の例をつけております。広島県で

は、14 の市町と県が広域連合企業団を設立して統合し、基幹管路の耐震化率の全国平均以上へ

の引上げを狙っているということであります。秋田県では、県、市町村、民間事業者が出資し

て官民出資会社を設立し、下水道事業に係る計画策定や事業運営、技術継承等を支援すること

とされています。また、日本下水道事業団について、補助金の交付申請や積算・発注なども含

めた工事一式を代行できる仕組みもありますが、活用が十分に進んでいないということです。 

こういった状況の中で、この先どういう方向に進んでいくべきか研究会で御議論いただいた

というものであります。 

12 ページをお願いいたします。上下水道について、下水道については流域下水道、水道につ

いても水道用水供給事業と、B to B のような部分を都道府県が行っている部分に関しては、都

道府県と市町村が重層的な形で協力関係を結んでいくということが考えられますが、地域によ

ってやり方はそれぞれ異なってくるだろうということでございます。 

13 ページをお願いいたします。こちらは、より一般的に色々な共同処理がどういう風に行わ

れているかを示した資料です。ポイントとしては、事務の委託や機関の共同設置、一部事務組

合、広域連合、それぞれ様々な仕組みとして一般的に使えるものを用意しておりますが、事務

の委託について、市町村から都道府県への委託の件数のうち約 83％がこの５つの事務となって

いるということです。下水道もこの中には含まれておりますが、非常に限定的である状況で

す。冒頭にも申し上げましたとおり、調整コストの問題もあって、なかなか委託に向けた議論

が進まないというところは１つあろうかと思います。 

その辺りを、どういう風により最適な形に持っていくのか、プロセス自体をいかに簡易な形

にしていくのかということが非常に重要だと認識しております。 

14 ページ、お願いいたします。今までの制度や役割の分担の見直しの例を挙げております。 

消防や上水道については、都道府県の役割を明確化するような法改正が、それぞれ平成 18

年、平成 30 年に行われており、進んでいる部分があると思います。 

15 ページをお願いいたします。後期高齢者医療や国民健康保険の分野でも、広域連合の設置

の義務化や、財政運営主体の都道府県化といったことが制度変更によって行われてきたところ

ございます。 

16 ページをお願いいたします。10分野で議論したものを少し一般化して、こういった事務で

あれば、こういう対応策を考えるべきではないかということを分析したものでございます。例

えば、事務量が大きすぎても小さすぎても適しないということがございます。具体的には民間



事業者に対する監督を行うにしても、前回の実施が３年前、５年前といったケースですと、ほ

とんどノウハウが蓄積されないことから、ある一定程度のボリュームになるような形に事務量

をまとめるようなことが必要であろうということです。 

事務内容についても、企画立案的なものなのか定型的なものなのかによって、考え方を変え

る必要があるのではないかとしております。定型的な業務についてはもう少しまとめられるの

ではないかといった議論をいたしました。 

また、右側に記載しておりますとおり、デジタル技術の活用によって前提自体を変えること

ができるだろうと分析しております。 

こちらのインフラマネジメントの議論の中でも、きっとそうした部分は相当あろうかと思い

ます。様々な分野においてできる限り業務見直しの可能性というものを試さなければいけない

という議論をしております。 

18 ページをお開きください。こちらは、まとめの資料でございます。対応策としての広域連

携、都道府県や国による補完・支援ということで、単に市町村、都道府県、国といった団体の

みならず、地方共同法人や、都道府県県単位で市町村が設立した団体など、国、都道府県、市

町村とは別の連携の単位というものを考えながら、一番その分野にとって最適な方法を取るべ

きだろうという議論をさせていただいております。 

最後の 19ページについて、現在、先週から始まりました地方制度調査会におきましても、将

来にわたって地域の特性に応じて持続可能で最適な形でサービスを提供するために、国、都道

県、市町村間の役割分担、大都市地域における行政体制その他の必要な地方制度のあり方とい

う２つの大きなテーマについて、今後２年間御議論いただく予定でございます。 

こちらでの御議論をはじめ、厚労省さんなど他の省とも色々相談させていただきながら、地

方自治体の在り方について横串で議論させていただくことによって、こちらでの議論のプラス

にもなっていくようにしていきたいと考えております。私から以上でございます。 

 

【事務局：祢津企画官（公共事業企画調整課）1】 

はい、続きまして、資料 4 のご説明をさせていただきます。 

これまでの資料 3 までのご説明を踏まえまして、本日の整理したい事項といたしまして、論

点の整理をさせていただければと考えております。 

1 枚おめくりください。先ほど諮問文のところにもございましたが、主な審議事項といたしま

してはこの 5 点ございます。 

こういった内容の中で、下でございますけれども、当面のインフラマネジメントにかかる議

論の射程といったところを整理させていただいております。 

インフラマネジメントと申し上げますと、例えばまちづくりですとかそういったところも視

野に入る概念でございますけれども、当面の議論の射程といたしまして、黒太字にさせていた

だいておりますが、インフラ、いわゆる構造物等々の点検・調査・計画・設計・整備・維持管

理と、こういったところのマネジメントについてご議論させていただきながら、長期的にはこ

ういったまちづくりと一体となったストックの形成ですとか、そういったところも含めた議論

とさせていただきたいと、このように考えているところでございます。 

そういったことを踏まえまして、2ページ目でございます。 

具体的に議論すべき論点案でございます。まず 1番といたしまして、5 つの道すじに関する論

点ということで、第 3 次提言も踏まえた形で整理をしてございます。 

5 つの道すじで、（1）から（5）といった形で整理をしております。 

1 点目といたしまして、2つの見える化、この 2 つというのは、管理者の側または市民の側か

ら見た見える化といった意味でございますが、この見える化を徹底する制度面、あるいはデー

タベースの整備・公表、こういったことを強化していくべきではないかという視点でございま

す。 

また、（2）、がメリハリでございます。 

こちらについては、①、②とさせていただいております。①といたしましては、点検、調査

の頻度あるいは内容、こういったところの基準類ですとか要領、これを適切に整備していき、

重点化あるいは軽量化していくメリハリ、このインフラマネジメントの実現を構築していくべ

きではないかという視点でございます。 



また、②といたしまして、対策の優先度設定ですとか集約・再編、こういったところも含め

たインフラの再構築、これを促進する仕組みも議論していくべきではないかという視点でござ

います。 

また、（3）といたしまして、統合的マネジメント体制の構築ということで、点検、調査のみ

ならず、計画、設計、整備、修繕、改築、これらも一体的にマネジメントしていく必要がある

のではないかということで、メンテナビリティ管理のしやすさ、ですとかリダンダンシー、こ

ういったところが視点としてあるかと思います。 

それを踏まえた形での様々な施設管理者、これを連携強化していくべきではないかと、こう

いったところが具体的には議論の中にあるのではないかと、こう認識してございます。 

（4）といたしまして、エッセンシャルジョブの世界にもっと光をということで、これは現場

での技術者あるいは自治体の技術職員、こういった方の処遇ですとか体制面、そういったとこ

ろにもっと光を当てる対策の議論、これをさせていただきたいというふうに考えてございま

す。 

最後に、（5）といたしまして、管理者、利用者あるいは市民が一体となってこのインフラマ

ネジメントの取組に重要性を一体的に感じ、モーメンタムとしてこれを醸成していく取組、こ

れを強化すべきではないかという視点でございます。 

以上の、6点になりますけれども、こういったところの論点の中で、実現に向けたもの、2 番

として 4 点ほど整理してます。これはこの 6点に広く関わるものと認識してございますので、

吹き出しのような形にしております。 

財政上の支援ですとか国の関わりといった点、あるいは主体間の連携・協働体制・支援体制

の強化、群マネなんかもこの中に入ってくるかと思います。 

また、デジタル技術の活用に向けた支援、民間ノウハウの最大限の活用、こういったところ

が広く関わってくるのではないかと、このような認識で整理をしてございます。 

今後の議論を進めるにあたっての整理として、事務局として現在こういった形で整理してご

ざいますので、この後、意見交換を通じてアドバイスいただけますと幸いでございます。 

以上でございます。 

 

【家田委員長】 

はい、説明ありがとうございました。それではですね、これから議論なんですが、野口さん

が 13時 45 分、あと 5 分のとこでご退出の予定ですので、まず野口さんからご発言いただい

て、それに事務局から答えをしてという風にしたいと思います。野口さん、どうぞよろしくお

願いします。 

 

【野口委員】 

ありがとうございます。一橋大学の野口でございます。お気遣いをいただき、大変恐縮して

おります。 

ご質問という形ではないのですけれども、私の専門は行政法という法律学ですので、ここま

でのご説明をお伺いして感じたこれからの議論の方向性について一言だけ申し上げて、退出を

させていただきたいと思います。 

行政法では、インフラマネジメントに 1番近い言葉は公物管理という言葉になるのではない

かと思います。公物管理法という法律があって、それぞれの公物についてそれぞれに公物管理

者を設定し、そして公物管理権というもので管理をしていくという、そういう法律の組み立て

になっているのですけれども、時代も随分変わって、社会課題も変わって、尚且つ、これは良

いことだと思いますが、管理の技術が随分と進展してきている中で、従来の公物、我々の世界

でいう公物、ここの言葉で言うとインフラの、境界線の引き方が随分変わってきているように

思います。また、管理の内容、マネジメントの内容についても、何かこう安全策を講じて、安

全施設等を付加して公物の管理の問題を解決していくということだけではないマネジメントが

必要になってきているのだなとお伺いいたしました。 

すなわち、従来の公物の概念、またはインフラの概念と、それから管理の内実、これには担

い手と時間軸の話が含まれると思いますけれども、それぞれについて、社会の課題であった

り、または技術の進展を踏まえながら、線引きを変えて、新しい課題の解決に資する新しいイ



ンフラマネジメント、公物管理を考えていくことになるのかなと思っています。行政法の観点

から申しますと、公物管理法の世界が随分変わってくることになるんじゃないかなという風に

思いますと、これは大変に重要な議論の場に参加をさせていただくことになるのだなと思いま

した。 

感想を言い置く形になりますけれども、私の方からは以上です。発言の機会をお与えくださ

り、ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いいたします。 

 

【家田委員長】 

野口さん、どうもありがとうございます。新しい時代が新しい公物管理の在り方を考える非

常にいいキーワードをいただいて、力づけられる思いがいたしますね。 

今の野口さんのご発言に事務局から何かお答えすることございますか。 

 

【事務局：西山社会資本整備政策課長】 

はい、事務局からでございます。社会資本整備政策課長の西山でございます。 

今、野口委員からありましたご意見、本当におっしゃる通り、大変貴重な視点を頂戴したい

と思っております。 

公物法につきましては、それぞれ縦の領域で、道路法とかそれぞれ分かれている一方で、や

はりその横の連携というのがこれから必要というご指摘、ごもっともだと思いますので、今回

の議論の中で、既存の法制度と既存のその管理の仕組みと、これからの将来を見据えた新しい

マネジメントに向けた全体の制度の在り方とか、そういったところ、よく考えてまいりたいと

思っております。 

 

【野口委員】 

どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

 

【家田委員長】 

野口さんよろしいですか。これからもバンバン色々言っていただいて、ご貢献いただきたい

と思います。どうもありがとうございました。お忙しいところありがとうございました。 

それから、久田委員が 14時退出予定ということですので、先に久田先生にお話しいただこう

と思います。どうぞお願いします。 

 

【久田委員】 

どうもお気遣いありがとうございます。久田でございます。 

今後ともよろしくお願いします。私からはですね、意見が 1つと質問が 1つございます。 

まず、意見の方ですが、このインフラマネジメント戦略小委員会ということで国土交通省の

方に作られた委員会ではあるんですけども、ちょっといろんな場所でインフラという言葉の使

い方ですね、言葉の定義がかなり広範囲で多岐にわたっていますので、この委員会で扱うとき

のインフラという言葉はどの辺までを守備範囲とするかってのは明確にしてから議論進めた方

がいいように思いました。 

人材そのものもインフラっていう場合もありますし、データそのものもインフラっていう場

合がありますので、なんかその辺で齟齬があるといけませんので、そこはちゃんとした方がい

いなっていうのが意見としてございます。 

で、もう 1つは質問なんですが、資料 3のですね、先ほど総務省さんからご説明があった中

で、特にちょっと引っかかったっていうか気になったのは、5 ページのですね、自治体の皆さん

から聞き取りをなさって、社会情勢の変化に伴う新しい行政のやらなければいけないこととい

う欄がありました。 

で、この欄の中にインフラの老朽化含まれてるんですが、笹子のトンネルの天井板の崩落事

故が起こってから 10 年、10 年、もう 10何年経ってまして、それでもなんだろうな、社会情勢

の変化で、なんていうのかな、やっぱり自治体の皆さんからすると、インフラの老朽化対策っ

てのは状態化してるものではなくて、新しいやらなければいけないことの中に位置づけられて

るっていう感触なんですかね、やっぱり。その辺がちょっと、どんな認識でいらっしゃるのか



っていうのがちょっと、もうちょっと肌感覚で知りたいなと思ったので、質問させてくださ

い。 

 

【家田委員長】 

はい、ありがとうございます。じゃあ、総務省の方からお答えでいいですかね。 

 

【総務省 植田自治行政局行政課長】 

総務省でございます。御質問いただきありがとうございました。 

こちらの資料の中に書かせていただいている新しい分野について、これは、ここ数年の話で

はなく、かなりタームの長い話をしております。2000 年分権から 25年位経っておりますが、そ

の間に色々なものが増えてきたということの１つとして捉えているとお考えいただければと思

います。 

それぞれ違う方から聞いているということもございますし、もちろんインフラの老朽化対策

について、総務省としても随分前から対策を考えてやってきておりますので、そのあたりは当

然認識した上で答えていただいているものと考えております。 

 

【久田委員】 

ありがとうございます。はい、以上です。どうも。 

 

【家田委員長】 

はい、ありがとうございます。インフラっていうものの定義の話がございましたね。 

私の教えてるインフラ言論ってやつでは、皆さん方、お役人もみんなインフラだって言葉で

言ってますんでね、きりがないんですが、おそらくここではインフラ施設のことを言ってるん

だと思いますが、コメントありましたら事務局からお願いします。 

 

【事務局：祢津企画官（公共事業企画調整課）】 

はい、事務局でございます。ご質問ありがとうございます。 

当面、国土交通省所管のですね、先ほど 5 ページ、6 ページに示させていただいた施設、これ

を議論としてまずは開始したいと考えております。 

その上で、もちろん全体の長寿命化基本計画全体はですね、国土交通省の所管を越えた形で

跨いでございますので、そういったところも見据えながら、議論を進めていきたいというふう

に考えておりますが、当面、国土交通省所管の施設でまず議論をスタートさせていただきたい

というふうに考えております。 

 

【久田委員】 

はい、わかりました。ありがとうございます。 

 

【家田委員長】 

 

よろしいでしょうか。 

まとめますと、施設インフラが対象で、当面は国土交通省が所管してるあたりからスタート

するもんねっていうことだったと思いますが、久田先生、よろしいですか。 

 

【久田委員】 

了解です。ありがとうございます。 

 

【家田委員長】 

はい、ありがとうございます。それじゃあ、ここからはオープンな議論にしたいと思いま

す。 

どこから入っていただいても結構なんですが、ちょっと感想を言うとですね、このインフラ

の老朽化って言葉がいいかどうかは別にして、経年による非常に不具合と、それのケアをしな



きゃいけない状況が拡大的に広がっていくっていう状況を老朽化と仮に呼ぶならですね、こ

れ、どっかになんか似てるねっていうとこで言うと、その地域の公共交通とかね、そんなも

の、似たとこがあるんですよね。なんかいつの間にかこんな風になっちゃって大変だよねって

なんだけども。 

インフラの方の話っていうのは、施設の方の話ってのは、突然に壊れるわけでもないんであ

りますが、バスであるとか鉄道っていうのはもう明日からやめるもんねとか、そういう問題で

すので、よりこうシビアさってのは、このインフラ老朽化って問題より 1歩先にやってるんで

すよね。 

だもんですから、参考になるようなもので言うと、保有する、という機能と、それからそれ

を運営するって機能を分ける上下分離っていう手法であるとか、あるいはそのバス会社が複数

の会社がある町で運行してる場合に、その間で競争し合ったって結局サービス低下しちゃうよ

ね、だから独禁法の適用除外にするっていうことも、もう、どうですかね、10年くらい前です

かね、5 年ぐらい前かな、やるようになりましたよね。 

これもやっぱり従来の枠組みを変えたことでありますし、あるいは鉄道であるとか電力施設

っていうのは、これ民間企業であるっていう面もあるんですが、基本的には公共事業としてや

ってる。単年度で、単発で、一般競争入札でやんなきゃダメだもんねと、随契でやるのはうん

と安いものだけだよねって言ってるやり方とは随分違う。この企業群がこの場所を責任を持っ

てやってくださいと、コンセッションに近いですよねという方式をやってるんですが。 

この、先ほどのね、公物管理って話も、新しい公物管理って時代を考えるんだとすると、今

までやってきたことの単なる微小な改善では、とてもではないけども前に行けないと。新しい

考え方と新しい 1 歩を踏み出す、いや、1 歩じゃないな、3歩くらい踏み出さなきゃいけないで

すかねっていうなとこがおそらく議論の目標だと思います。 

ささいながら、そう簡単にはできないような話だけしててもなかなか埒があきませんので、

いわば理念としてこういうところを目標にすべきだねっていう基本的考え方に関する話と、そ

れを具現化するのにどういう優先順位でどういう風にやってったらいいかねみたいな何段階か

の議論があろうかと思った次第でございます。 

ここまでの私の感想を言うとそんなところなんですが、ぜひ皆さん、忌憚のないところお話

いただきたいと思います。 

どっから入っていただいても結構です。それではですね、まず Web で参加されてる方、が今

野口さんと久田さんやっていただきましたけども、他の Web 参加の方から手を挙げるをやって

いただいて、ご意見言っていただいて、あるいは質問をしていただいて、その後フロアという

風にしたいと思います。 

いかがでしょうか。小林先生、じゃあ、まずお話いただきたいと思います。 

 

【小林委員】 

それではレベル感の違う話で恐縮ですが３点述べてみたいと思います。 

1 つ目は、マネジメントという視点から把握しますと点検、調査、計画、設計、整備、維持管

理という流れがあるんですけれども、実はその維持管理から計画、設計にフィードバックする

というリンクがある。このリンクこそが非常に大事なんですね。 

このサークルが完結して初めてマネジメントと言えると思います。維持管理のステージを通

じて、いろんなデータが蓄積されてくるけれども、それを計画や設計にどのようにフィードバ

ックしていくのか、その議論の内容が非常に重要になると思います。 

計画へのフィードバックの内容も色々ありますよね。時間的に大規模な更新や補修需要を平

準化できるのか、あるいはインフラの構造や機能自体を向上していかないといけない場合も少

なくない。この計画段階へのフィードバックの内容には、さまざまな広がりがでてきます。設

計へのフィードバックに内容にも多様な広がりを検討していくことが大事です。さらに、官民

連携の中で、このようなマネジメントを機能させようとすると、インフラの性能保証をどのよ

うに確保すればいいのかが課題となる。そのためには、性能規定をより充実したものにまずさ

せなければいけない。それと同時に、官民連携の中で民が担当する領域、その部分においても

規定された性能を達成できてるのか、いわゆる性能証明、それが可能なように制度的なインフ

ラを作っていかないと前に進まないと思います。これが 1 点目。 



2 点目は、もう少し維持管理に限定してお話をさしていただきます。現場で維持管理を進める

ためには様々な判断を行い、最終的な意思決定をしていかないといけない。このような意思決

定の流れと、そのための情報化や判断のプロせっす、これを 1 つの流れとして標準化しておく

必要がある。そのための維持管理便覧を策定し、維持管理業務における意思決定の流れをきち

っと整理していくとともに、その意思決定に基づいて外注する、発注することになる。具体的

に発注する場合は、それぞれの発注に関わるスコープオブワークか、きちっと整理しておき、

たとえば特記仕様書として記載すべき内容や項目、これをあらかじめ整理しておく必要がある

と思います。その内容も、対象の重要性とか、あるいは地域によって精粗が色々あると思うん

ですけども、そういうことを決定するためのプロファイリングが重要となる。とりわけ、官民

連携を導入するためには、そういう議論をしておかないといけないと思います。 

3 つ目。今日の資料の中に AIとかロボットなどの導入について書かれていました。さらに、

BIM/CIM やさまざまなデジタルツインの話がありますが、最近の世界の流れを考えますとと、デ

ジタルツインは、自動施工、ロボット施工を導入するためのデジタル情報の提供という役割を

担っている。あるいは自動点検、あるいは日常的な維持管理だったら、ロボットにより代替で

きるところがある。そういうものに対するデジタル情報を提供できるようなデータ構成やデー

タ構造になっているのか、そういう視点で、データ情報の在り様を見直していく必要があると

思います。さらに、現実にそれを進めて、導入を進めていこうと思うと、技術開発から実装の

間のギャップを克服するために、試験的に実装するフィールドとかですね、現実に新しい議論

を使えるところがないといけないですね。 

日本国内でいろんな制度的な規制がありますが、そういう新しい技術を導入する機会がなか

なかない。諸外国に比べて非常に少ないという問題があるんで、そこの場づくりというのか、

それも政策論で進めていく必要があるんだろうと思います。以上です。 

 

【家田委員長】 

はい、ありがとうございました。続きまして、戸田先生、お願いします。 

 

【戸田委員】 

はい。名古屋大学の戸田です。2 点あるのですが、1 つはインフラマネジメントについてで、

新しいそのインフラマネジメントの体制を構築していくっていうのは非常に大事だと思ってま

す。 

その上で、インフラ別にどういうマネジメントの課題があるのかといったことが、ある程度

類型化というか整理しないといけないのではないかと思ってます。 

例えば、私、河川分野を担当してますけど、自然公物系は、計画、設計してものが出来上が

って、そこから供用開始という形ではなくて、常に改善を繰り返し、維持管理しながら、使い

続けていくようなインフラになってます。 

そういったものの機能を維持していくためには、設計・計画と維持管理のとこで予算の切れ

目ができてることなどが、維持管理をしづらい体制に繋がっていると思います。自然公物系と

人工公物系でどこに隘路があるのかといった違いが、より具体化されて、浮き彫りになると、

新しく作るべき統合的なインフラマネジメントの体制みたいなとこの議論の具体化が深まるの

かと思いました。それが 1 点目です。 

2 点目は見える化と関連してくるのだと思うんですけど、市町村や都道府県が行われてるメン

テナンスの取組というのは非常に大事なのですが、例えば我々の治水分野で言うと、流域治水

で市町村や県にもいろいろ協力いただいてるんですけど、1個 1個の効果っていうのは、直轄河

川の基準点とかにそんなに大きい効き方をしなかったりして、頑張っていただいてることに、

なかなか光が当たらないようなところがあると思ってます。 

それをどうにかしていかないといけないと思うんですけど、その時にこれまでの土木的な考

え方で言うと、この取組にはこれだけの効果がありますみたいなことを見せて、その取組を進

めるみたいなことが基本的な雛型としてあると思うのですが、もう少し違うやり方がないのか

と思ってます。 

例えば河川の環境とか生態系の保全といった分野だと、ネイチャーポジティブの方向性にす

べてを考えますといった形で、効果を具体的に見せるというよりは、方向性としてこうあるべ



きというものを強く打ち出して、県や市町もその方向性でいろんな物事を考えていただくとい

った進め方など、市町の方の努力に光が当たるような進め方というのを大事にした方がいいと

思いました。以上、2 点です。 

 

【家田委員長】 

はい、ありがとうございます。続きまして、末松委員、お願いします。お待たせいたしまし

た。 

 

【末松委員】 

ありがとうございます。2 点になるのか 3 点になるのかというところなんですが、資料 2にあ

りました p8 ページのところの群マネのところでございます。 

本市におきましては、インフラメンテナンスにおける包括的民間委託導入というような中

で、国交省の皆様方にご支援をいただきながら、平成 31 年度から検討をし、本市では、地域維

持型維持修繕業務委託と言いますけれども、鈴鹿市内を 4 つのブロックに分けまして、4分の 1

ずつ令和 3年 10 月より施行、導入をさせていただき、順次拡大を進め、令和 7 年度には市内全

域で実施をさせていただくにまで至りました。 

道路の小規模修繕工事、また橋梁補修工事、また雪氷対策やその他の道路維持管理業務に包

括的に発注をしておりまして、導入にあたりましては大変苦労はいたしましたけれども、非常

にこの点については効果が表れているという風に思っておりまして、かなり地域の皆様方から

も随分成果があるというようなことをお話をいただいております。 

この導入に向けましては、手引きなどがあれば大変導入しやすかったのではないかという風

に感じておりますので、こういった群マネを進めていくに向けては、しっかりとこの辺に向け

ても、手引きとこういったことを進めていただけるというのは大変有難いことだと思います。 

ただ、県とも協力をしていかなければならないというところもありますので、そういった意

味で、国、県、市、地域のインフラの整備ではありますけれども、こういったところに向けて

は、皆様方のご理解、ご協力もいただければというのが 1 点で。 

道路等々はよろしいんですが、一方で、橋梁等になりますと、なかなか損傷が見えてから、

というような、事後保全型の手法がずっと取られてきてるのではないかなという風に思いま

す。 

できるだけ、事前の予防保全という手法をとっていきたい中ではありますが、かなり財政的

にも大きなものになろうかと思いますので、こういったことについて、市民の皆さん方や地域

の皆さん方のご理解が必要になってこようかと思います。 

国民会議モーメンタムというところがございますが、こういった理解をいただくためにも、

できるだけ、特に若い世代や子供たちへの教育の中でインフラというものはこういうものだと

いう風な、見せていくということ、教育でインフラはこういう風に老朽化をしていくんだ、こ

れは将来的にも非常にまちづくりに必要なものだというようなところの理解を示すためにも、

色々なパネル展示やあるいは夏休みの体験教室等もさせていただいてるところでございます

が、今後こういった地道な努力を基礎自治体がやっていく必要性はあるのかなという風に思っ

ております。 

2 点目でございますけれども、やはり人口減少していく中で、技術者の人材不足というお話も

ありましたが、小さい時からインフラとはこういうものだと教育で教えていくことによって、

かなり人口減少していく中でもこういったことに興味を持っていただく人材をこれからどんど

ん育てていかなければならないと思っておりますし、一方で、一つの自治体だけでは難しいこ

とになってきますので、やはりインフラの整備等につきましては広域化というものを考えてい

かざるを得ないと思っています。 

そういう意味で、今後の人口減少社会においてのこのインフラマネジメントというものは、

本当に喫緊の課題であるという風に思っておりますので、私たち自治体にとりましても、でき

るだけ皆さん方と一緒に連携ができるように頑張ってまいりたいと思っておりますので、今後

ともよろしくお願いをしたいと思います。ありがとうございます。 

 

【家田委員長】 



末松委員、どうもありがとうございます。すいません、もう 1 つ、一言ちょっとこうコメン

トをいただきたいんですけども。私からですね。逆に質問なんですけどね。 

ここまで群マネやああだこうだ色々こうやってくと、はっきり言うと、霞が関で考えてるこ

うかなとかいう話と、現場で困ってることってのは必ずしも一致してなくて。で、現場で困っ

てることっていうのは、霞が関が何それっていうか、あんまり真剣にやってくれないっていう

感想を感じてる現場の方々、結構多いんですよね。 

どうでしょう、率直なところ、今日のこの論点とかですね、なんかで、末松さんから見る

と、もうちょっとこういうとこ足した方がいいのとか、そういうのはないでしょうか。大丈夫

でしょうか。 

 

【末松委員】 

ありがとうございます。最初のインフラの定義の仕方を本当にどういうふうにしていくかっ

ていうところにも関わってこようかと思いますが、さっき少し申し上げたみたいに、雪氷対策

であったり、小動物の死骸の回収であったり、いろんな細かいことでも実は地域維持型群マネ

っていうものには関わりますので、回を重ねていく中で、小さい市町村が抱えてる問題につい

て今後の議論の中でお示しをいただければという風に思いますが、机上と現場で起きてる維持

管理や保全修理って、随分、違ってこようかなという風には思っています。 

 

【家田委員長】 

はい、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。忌憚のないところ、どんど

ん言っていただけたらと思います。どうもありがとうございます。 

じゃ、Web でご参加いただいてる方からの意見は以上だと思いますので、もし事務局からお答

えいただくような面があればお願いしたいと思います。 

 

【事務局：祢津企画官（公共事業企画調整課）】 

ご意見ありがとうございます。すでに論点の 1 から 5、大体全部今包含していただいたかなと

いうふうに認識しております。 

小林先生から 3点いただきましたけれども、管理からまたサイクルとして戻ってくってとい

ったところが大事といったところがあるかと思います。 

データの蓄積といったところからの分析が非常に大事かと認識しておりますので、そういっ

たところのサイクルも含めて検討していきたいというふうに考えておりますし、あと、性能規

定の話もいただきました。 

特にこのモラルハザードですとか、そういったところも含めて議論する必要があるかなとい

うふうに認識をしております。 

あと、仕様書発注、ここもまさにそういったプロファイリングしていくところは重要だとい

うところでございますが、そういった受発注者間のモラルハザード、こういったところも含め

て議論していく必要があると認識しております。 

また場作りということで、新技術、 AI、こういったところの場、これをどのように実装して

いくかというのは、また SIP とか BRIDGE、こういったところも含めながら検討していきたいと

いうふうに考えてございます。ありがとうございます。 

戸田先生からも、統合的マネジメントということで、自然公物、人工公物、様々こういった

ところの中での予算の切れ目、こういったところをしっかり見直していくといったところです

とか、見える化をする中でのもっと光をといったところのご指摘もいただけたかと思います。 

こういったところ、どういった形での打ち出しがいいのかといったところも含めて、議論し

てまいりたいと考えております。 

末松市長からもいただきました、特にこのモーメンタム、こういったところをですね、まさ

に今回、5番ということで、醸成する仕組みということで議論させていただきたいと考えており

ますので、この議論の中で非常に効果的なモーメンタムの醸成のあり方を検討していきたいと

いうふうに考えております。まず、事務局から。以上でございます。 

 

【家田委員長】 



はい、ありがとうございます。ご発言いただいた方々、ひとまずよろしいでしょうか。 

よろしいようですね。はい、どうもありがとうございます。 

それでは、ここからは対面で出席している方々にご発言いただきたいと思います。この札を

ですね、ダメだ、取れねえや。すいません、立ててもらおうと思ったんです。立たないです

ね。失礼しました。手を挙げる、手を本当に挙げていただければよろしいかと思います。 

どなたからでもどうぞお願いします。どっからでも結構です。いかがでしょうか。じゃあ、

小澤先生から。 

 

【小澤委員】 

はい、ありがとうございます。初回ですので、少し大きいことをお話しさせていただくのが

いいかなと思っています。 

これまでもメンテナンスの戦略について時間をかけて議論を重ねてきているところで、改め

てインフラマネジメントということでここで議論再開しているということの意義を考えた時

に、現場で起こっていることを、先ほど家田先生のコメントもありましたが、我々ちゃんと理

解できているのかっていうことなのかなという風に考えています。 

メニューとして、現場の課題を解決するための方策をいくつか提示すれば、それで現場の人

が困っていれば、それを上手に活用して課題を解決してくれるのではないかということでメニ

ューを用意してきたのかなという風に思います。 

ただ、現場で起こっていることから想像すると、それでは足りないということで、改めて

我々何をするべきかをここで議論を始めるということと理解しています。 

で、それが意味するところは、いみじくも野口先生が公物管理法って提示をされました。 

我々がインフラを整備、管理するために作ってきた仕組みあるいは体制というのは、いわゆ

る高度経済成長期に足りないインフラをとにかく早く全国に行き渡らせるために作られてきた

制度、仕組みで、当時使っていた技術あるいはその体制というのは、今の状況とは全然違う状

況になっています。予算、財源もそうですし、求められているニーズもどんどん変わってきて

いますし、何より我々が目の前に抱えているインフラそのものの年齢が違うということで、そ

れに合った制度、仕組みの根本をもう一度見直す必要があるのではないかということを問われ

ているのではないかという風に思っています。で、そういう意味で、公物管理の制度というの

も、そのうちの 1 つの重要な制度だと思います。 

一方で、それを実際に支える 1つは、行政側の組織、行政組織に関する仕組み、体制、特に

インフラに関わるところですね。で、先ほどの技術系職員がたくさんいるとかいないとかって

いう話がありましたけども、特に土木系のインフラについては、それを管理する行政側に技術

系の職員がいる前提で仕組みが作られています。 

実際にはもうそうではないところがある中で、今のままでいいのかという問題があります。

それから、当然、インフラを計画、設計から実際に管理するまでのプロセスでは、民間の方に

その担い手として現場で活躍していただく必要があります。そこの仕組みも、そもそも調達の

ための仕組みとしては会計法であったり、あるいは地方については地方自治法であったりがそ

れを支えています。さらに、その先で頑張っていただいている人たちについては建設業法で規

定されています。それらについても、そのマーケットが拡大している時代に作られた仕組み

と、今のような時代、AIもデジタルもどんどん活用して、少人数で現場で仕事ができるような

ことを考えていく必要があるときに、今のままでいいのかということを問われているのかなと

いう風に思います。 

で、地方自治体の状況を考えると、1700 の自治体の小さいところから大きいところまで、体

制についても財源についてもかなりのギャップがあります。そこを 1つの制度、仕組みで、全

て同じやり方で対処するっていうのは、あまりにも求められているものも違いますし、無理が

あると。ですので、それぞれの自治体の身の丈にあった、それぞれがやりやすい体制が、目的

を達成するためにちゃんと選択してできるような、そういう柔軟な制度、仕組みが作れるかど

うかというのが、大きなチャレンジなのかなと思っていて、そこに対して、我々の知恵でどう

いう風に実現できるかということかと思います。 

最後に、何よりインフラは市民のためにあります。そもそもインフラの所有者は市民であ

り、そのサービスの提供を受ける市民が何を望むかが重要で、今インフラがどういう状況にあ



るのかとか、今後どれぐらいの予算でどういうことをしていかなきゃいけないのかということ

を市民にちゃんと伝える義務がそれを管理しているものにはあると思います。 

そこが出発点で、それを実現するための体制がそれぞれの自治体にとってやりやすいやり方

として選択できるような、そういう仕組みが全体として実現できるのが我々の目指すところか

なという風に感じている次第です。はい、以上です。よろしくお願いします。 

 

【家田委員長】 

どうもありがとうございました。もう数人お話いただいてから事務局にと思います。いかが

でしょうか。羽藤さん、どうぞ。 

 

【羽藤委員】 

はい、どうもありがとうございます。皆保険制度の医療保険でございますけれども、全員が

同じ仕組みで支えるということですけれども、これをインフラに当てはめた場合に、やはりす

べて同じ水準で守るという前提がですね、人口減少と財源制約のもとではかなり現実性を失い

つつあるということも含めて、この 2 つのメリハリというはっきりとした言葉で宣言されてい

るというところ、これを家田先生たちがこう提唱されてるものだと思うんですけど、これがや

はりその中核的な課題、どう国民の皆さんと一緒にこれを本当に共有して社会制度としていけ

るのかということが極めて重要だと思っております。 

で、そう考えた時に、そこをもう少し具体的に財源のところから考えた時に、市場型という

んですかね、自ら稼げるインフラであればですね、これ有料道路が典型でございますけれど

も、こういうところはやっていけるんだろうと。 

ただ一方で、その地域高規格幹線道路は料金とってませんので、これどうするんだというこ

とはあるわけですね。で、そうすると、管理有料化するのか、しかし、住民の方からしたら本

当にそれを受け入れられるのかという問題。ここまで広がって、無力感が広がっているところ

をですね、ここをどういう風に言っていくのか。 

ただ、いずれにしましても、こうした重要度の高い幹線系につきましては、NEXCO 型というか

市場マネジメント型というか、ある程度その点検、更新、運用を一体化した、かなり高度なで

すね、資産管理がインフラの重要度からすると実現していくべきところだろうと思っておりま

す。 

ただし、その前提となるのがインフラ版の修繕積み立て制度でございます。 

このインフラの修繕積み立て制度という言葉は現実にはないわけでございますけれども、通

常の民間の施設であればこういうことやっておるわけでして、それが先ほどから人工公物と自

然公物の間で、例えば河川なんていうのは自然公物ですから非常にこういうところが乗りにく

いというところが、そういう性質があるわけですが、いかにしてそのライフサイクル費用を明

示し、ずさんな扱い方にならないように使途を限定しながら基金として、諸表の中にです、ち

ゃんと入れ込んでいけるのかということ、ここはかなり研究、勉強が必要ですが、やっていく

必要があると思っております。 

で、ここまでいった上で、さらに、今日、総務省さんから人口問題の話がございましたけれ

ども、やはりその市場型では成立しない領域がインフラにはあるということでございます。 

県及び市町村が管理する生活道路とか中小橋梁、あるいはそれ以外のインフラ、様々あるわ

けでございますけれども、こういうところは 1 つの自治体だけで管理していっては難しゅうご

ざいますので、ソーシャルエンタープライズのような少し公的な機能を果たす、株式会社では

ない企業体のような制度をうまく作って、そこでですね、ま、人材の安定確保、専門性の継

続、データ台帳発注、こういうことをやっていくというところをやらないと、まあ自治体の合

併を待っていてもなかなか難しゅうございますし、ものすごいスピードで人口減少進んでいま

すので、一刻も早く、複数の自治体が組んでですね、ソーシャルエンタープライズというとこ

ろの新しい仕組みでもってそういう仕事をやっていくというやり方によって社会的責任をイン

フラの中で果たしていく、判断して共有していくということが必要かなと思います。 

いずれにしましても、そのインフラの一律のこう維持管理というのが難しいということは、

この 2つのメリハリ、2つの見える化という表現を使われていますが、意外にこの表現が柔らか

いというか、うまい表現だなと思う反面、もっと過酷な現実が突きつけられざるを得ないこと



を想定した時に、ちょっと家田先生が笑ってるのが気がかりではあるわけ。 

ちょっと私が現役の時になんもやってくれなかったっていうのが言われるのが嫌なので、ち

ょっとこの会議をきっかけにやはり作っていくということが大事じゃないかと思った次第で

す。 

すいません。以上です。はい、 

 

【家田委員長】 

続けてどうぞご発言ください。横田先生、すいません、失礼しました。 

 

 

【横田委員】 

今まで非常にいろんな貴重なご意見出がでていた中で、このようなことを聞いて大変恐縮で

すが、1 回目ということで、ちょっと頭の中を明確にさせてください。これまでのインフラマネ

ジメント戦略小委員会で色々検討してきた中でマネジメントという用語が使われていました。

その中では、既存の膨大なストックをどういう風に効率的・効果的に、自治体間のばらつきと

かを考慮しつつ橋梁も含めて維持管理のマネジメントをすべきかということが、中心になって

検討されてきたと認識しています。今回の委員会では、やはり同じマネジメントという用語を

扱っているものの、ライフサイクルマネジメントという観点で計画、設計から廃棄に至るまで

をどう統合的にマネジメントをすれば、施設としての最適化が図れるかということが新たな視

点として加わっており、これまでと内容が少し変わってきているような気がしています。 

その中で、その具体的に議論すべき論点として、いくつか出していただいておりますけれど

も、その中で、旧来のインフラマネジメントの枠組みの中に入っているような課題をさらに深

く議論するという観点と、ただ 1 つだけ総合的マネジメント体制ということでライフサイクル

マネジメントの観点が入っていて、これらがどういうふうに関係し合っていけるような議論を

お望みなのかということが、私の中ではちょっとうまく整理ができていません。ライフサイク

ルマネジメントと一環での維持管理と，維持管理だけを取り出したマネジメントでの議論はか

なり異なるものと思います。 

ライフサイクルマネジメントでは、例えば設計基準を考えてみると、国交省の各部局や学協

会で色々制定していますが、最近ではかなり踏み込んだ形で、設計の時に将来の維持管理がし

やすいようにするための記述とか、定性的な話だけではなく、かなり踏み込んだ記述として、

こういう風にしないと維持管理できませんよみたいなことも書かれています。劣化がどういう

風に進行していくかということを予測するものも、数値的な手法まで含めて色々なものが構築

されています。そのようなことを考えると、完成後にどのように維持管理していくということ

は、維持管理の体制とか人事等のマネジメントは除くと、技術的なマネジメントの枠組みはか

なり構築されてきているという風に思います。 

ただ、皆さんおっしゃったように、どういうデータを残して、それをどういう風にシェアし

て継いでいくのが 1番いいのかというところまでまだ議論はされていませんので、そういうこ

とを議論するのでしょうか。それに対しては、例えば維持管理の制度やデータベースの整備は

どうするのかということと、地方公共団体をどうするのかということが、あまり結びつかない

ように思えます。これらの論点をまとめて議論するには、どういう視点で考えればいいのかと

いうところをもう少し明確にご説明いただけると非常にありがたいなと思って、質問させてい

ただきます。以上でございます。 

 

【家田委員長】 

はい、どうもありがとうございます。続けていかがでしょうか。じゃ、貝戸先生、どうぞ。 

 

【貝戸委員】 

はい、ありがとうございます。3 つ言いたいんですけども、時間がないと思うんで 2つにさせ

ていただきます。 

1 つ目が、ちょっととっぴもない話なんですけども、枠組みを壊すという意味で 1 つ、今ちょ

っと具体的に考えてることがあるので、具体的な自治体を挙げてですね、ちょっと話させてい



ただきますが、自治体さんの了解を取ってるわけではないんで、ちょっと問い合わせるのはや

めていただきたいんです。 

で、実はですね、10 月にですね、家田先生と島根県の益田市でお会いさせていただいたんで

すね。で、益田市と色々インフラの関係でお話伺いました。で、その 2 週間後に山口県にも伺

ったんですけども、両方の意見をまとめて自分なりに考えて整理すると、今、群マネ、群マネ

ということでやってるんですが、実は島根県の益田市は島根県なんですが、もう西の端なんで

すね。で、出雲、松江と、こう色々維持管理の話するよりは、実は山口県周南市とかですね、

そういったところと維持管理のデータを共有しながら、技術共有しながら、人材共有しながら

やった方がよっぽど効率はいいと思うんですが、現状の仕組みでなかなかそういうことができ

ないんじゃないか。今、実際こう群マネのモデル地域に手が上がってるところもですね、1 つの

こう県内でいくつかの自治体が連携するとか、そういうことあるんですけども、なかなかこ

う、県を越えてですね、群マネをやるとか、こういったところにまだなかなか行きついてない

んじゃないかな。で、こういうこともですね、既存の枠組みの中でできないと思うんですけど

も、こういったインフラマネジメントの、この小委員会でですね、議論できるのかというよう

な話と。 

で、もう 1つがですね、事務局に質問なんですけども、今回のインフラマネジメントで、イ

ンフラの集約、撤去というですね、1 つ踏み込んだお話があったかと思います。非常に興味深い

テーマだなというふうに認識しているんですけども、一方で、今回の対象からは、まちづくり

とかですね、そういったものは一旦外しますよということだったんですが、このインフラ撤去

っていうものを考えた時に、単に人口が減ってるから撤去しますというだけの話ではなくっ

て、そこを踏み込むんであれば、やっぱり将来の街はこうあるべきだとか都市はこうあるべき

だというものも踏まえた上でないと、なかなかそこは議論できないんじゃないかなという気が

私はしてるんですが、そこをちょっと一旦除きますというご発言だったので、そのあたりの趣

旨をお伺いできればというふうに思いました。 

 

【家田委員長】 

はい、ありがとうございました。続けてどうぞ。植野さん。 

 

【植野委員】 

すいません、自治体の枠を超えたということでだったんですけども、今実際に我が市でやろ

うとしてるのは富山市と前橋市といわき市、これちょうど似たような規模で、人口も条件も似

たような規模でありまして、何よりも若手職員がそれぞれ気があって、一緒にやってみようか

って話が今進めてますんで、別にこだわる必要は私は個人的にはないんではないかなと思いま

す。 

で、それは 1 つ置いときまして、やはり今日の議論の中でですね、1番重要なのは、新しいマ

ネジメントっていうものを考えていく上でですね、今までいろんなところでお示しいただいて

いるまずマネジメントサイクルと言われるものがちょっと中途半端でありまして、新しいマネ

ジメントサイクル、もうちょっと踏み込んだマネジメントサイクルっていうものをきちんと作

ってですね、それで議論しないとなんか抜けてしまうんではないかなと思います。 

調査、設計のところから入ってく。で、先ほど出ましたように、廃棄までやっていくっての

が大事なんではないかなと思います。 

で、今の橋梁と構造物の点検仕様がですね、結局、表面のひび割れだけを見てまして、それ

で判断していくということになってます。で、自治体の、先ほど総務省さんから技術者の数が

示されてましたが、この技術者の数というのも大きな問題でありまして、技術者の数が多けり

ゃいいかっていうとそうではなくて、技術者のポテンシャルって言いますか、本当の技術力で

すね。この辺がどこまであるのかっていうところが非常に重要になってきまして、ひび割れを

見た時になんか疑いを感じられるのか、それともそのまま行ってしまうのかというところで大

きくその後の判断が変わってきますので、その判断ができる、考えられる職員を育てて作って

いかなければ将来はないんではないかなっていうことで、私は富山では植野塾っていうこと

で、6年間、毎月 1回ずつ講座を開いて考えられる職員を作ってきたんですが、そういう取組も

必要なんではないかなと思います。 



それから、羽藤先生からちょっと出ましたですね、マネジメント会社。これは私は昔からそ

ういうものを作りたいなと思ってまして、なかなかできないんですが、大いに賛成であります

んで、そういう新たな仕組みを作らないと、特に地方自治体のいわゆる中小の橋梁とかです

ね、いろんなただ数が多いだけのものなんかは、うまく捌けないんではないかなと私も考えて

おります。ありがとうございました。以上です。 

 

【家田委員長】 

はい。ありがとうございました。岩城先生。はい。 

 

【岩城委員】 

私もこれまで技術とか制度に関するインフラメンテナンスとかマネジメントのことを深く考

えている中で、色々答えを見つけようと思ってきたんですけども、ちょっとこの 1 ヶ月ぐらい

で劇的に変わったことがありますので、それを少しお話ししたいと思います。 

1 ヶ月前に新書を出しまして、で新書っていうのは市民に向けた書籍ですので、それをどう市

民に伝えるかっていう場をたくさん提供いただいて、そういう場で色々話をしてきた中でびっ

くりしたのは、国民がインフラに対してあまりに無知で無関心かということです。 

で、それは別に国民が悪いんじゃなくて、なぜかって言うと、我々がやっぱり発信してなか

ったからということだと思います。 

実は、新書の中に、先ほど資料 2 とかで提出いただいた国交省からのデータを載せたんです

けども、そんなの興味持つかなと思ったら、めちゃめちゃ食いついてくるんですね。 

今本当にこんな自治体に 5 人もいないようなところが 50％もあるんですか、これで本当に大

丈夫なんですかっていう話をいただいたり、もう就業人口どんどん減ってって、若い人も全然

いなくなっちゃう、ほんと大丈夫なんですかっていうことをもう全然土木のこと知らない人か

らバンバン聞かれるんですよね。 

だから、そういう基本情報すら国民に伝わってない中でマネジメントしようという中に、や

はり私は結構無理があるなということを本当に痛切に感じています。 

国民の理解がなければ、多分政治も動かないし、予算も動かないし、人も動かないというよ

うな形になるとしたら、私はやっぱりこの国民の理解っていうこと、今、国民理解の醸成とか

モーメンタムということもキーワードに入ってますけども、やっぱりそれもしっかりこの中で

議論する必要があると思っています。 

1 つ、やっぱり国民との接点をもっと増やすことだと思ってまして、インフラメンテナンスと

いうと、これは別に国民がいなくてメンテナンスはできるかもしれませんけども、インフラマ

ネジメントといった瞬間にやっぱり国民もそこに入れないと到底立ち行かないとすれば、やは

りこのマネジメントの議論にはしっかりと国民の意向も反映させるべきだというふうに思いま

した。 

この 1ヶ月で私が思ったのは、こう言うと本当に失礼かもしれませんけれど、もう内輪での

議論じゃない、あるいは我々、縁の下でこうしっかりとインフラを支えてますよということを

もうやっている時代ではないなということです。 

もっと光を、我々にもっと光を当てて発信すべきじゃないかなというふうに思ってるという

ところですね。 

全然皆様方とのお話とは数字違いかもしれませんけども、この 1ヶ月ぐらいで劇的に私の中

で変わったことをお話しさせていただきました。 

 

【家田委員長】 

ありがとうございます。あれ、岩城先生の本を皆さんに読んでもらわないといけないです

ね。 

あるある。あれあれ。うん、赤い色してるところ、危機感があっていいですよね。 

はいはい、どうもありがとうございます。続けてどうぞ。鍬田先生。 

 

【鍬田委員】 

鍬田です。私は、上下水道施設を専門としているので広くインフラ全般についてまで言えな



いですが、これまで上下水道施設の維持管理の中で、その中に水が入ってるような基幹管路は

ほとんど点検ができてなくて、時間予防保全しかできていない。そういう構造物が多いです。 

今後、それらのインフラをメンテしてマネジメントしていこうかと思うと、どうしても経年

化した管路を 1度空にしないと、点検そのものができないです。 

今、私が考えているのは、都市部の水道施設は、全国的に水需要が落ちてきてて、実際に当

初計画した時よりも実はそんなに水使っていなかったりします。そこで、その 1つの市町の送

水管だけを更新しようとすると大変ですが、隣の市町の送水管を 2 個合わせてどちらかを空に

することができれば、先ほど申し上げた送水管を空にして全線で更新することが可能になりま

す。逆に現存の地下構造物を廃棄しようとすれば、更新よりもお金がかかると聞いています。 

だから、何が必要かというと、1 つ 1 つの点検とか維持更新技術の開発も大事ですが、今後、

広い地域で種々のネットワークがある中で、既存施設を運用しながら新しい計画を作っていく

ことを別途検討する必要があると思います。例えば隣の町と水道管を共有しようとすると水源

を移設させる必要があり、それには水利権の問題が引っかかってくる。さらに、その辺考える

と、河川法だったり、他の法令とも調整が必要になってくる。その水が余って、不要になった

水道管の地下空間を利用するのであれば、逆にそれが雨水貯留として下水部局が使える可能性

だってある。上水道だけの問題ではなく、下水道、もしくは工業用水、これなんか経産省にな

るんで難しい話かもしれませんが、少しその広い目で、大きな基幹施設を広域的にマネジメン

トするというのが、必要だと思います。 

2 つ目は、先ほど総務省さんの方から事務の事業統合のお話があったんですけども、基本的に

これらの紹介されてるのは、中小自治体と中小自治体とが一緒になった事例が多いんだと思い

ます。ただ、元々の職員の 1と 1 が合わさって 2になってるかというと、さらにそれよりも減

ってるっていうのが現状なのかなと思っています。行政事務のその事業統合をしていく中で、

本当に上手くできているのか、できてなかったのか、もしくはその統合したことによってさら

にいろんな業務が増えるのか、または、できるようになったのか、その辺の検証っていうのは

しっかりしておく必要があると思います。私もいろんな中小の事業体を見てますけども、職員

が減ってくると補助金を申請する体力もできないし、料金改定しようにも仕組みも作れない。

こうしたものは、種々の計画を策定するにも職員が足りなくなれば、業務自体がフリーズして

しまいます。 

そういう意味では、先ほど少しお話があったようなアドバイザーというか、御用聞きという

のか、もしくは計画を作る時だけの伴走者みたいな人材を国としてサポートしていかないと、

色々な事をやっていきたいと思っていても先立つものもない、そういうような状態が続いてる

んではないかと思います。ぜひその辺はご検討いただきたいと思います。 

最後に、更新というのはすでにある資産に対して更新をかけていくので、全然その B/C が成

り立たない世界だと考えます。こういうものは普通補助金を申請しようと思っても、B/C が 1

以上ないと補助金申請もできない状態になっていると思います。既存インフラの更新に対して

の投資は、それに対するベネフィットの考え方がしっかりできないと、社会全体が進んでいか

ないと思います。その辺は、計画論としてこうあるべきっていうものを国が示していくのが重

要だと思います。以上です。 

 

【家田委員長】 

続けてどうぞ。はい。じゃあ、大森さん。 

 

【大森委員】 

大森です。私からは、まず、責任という面から少しお話させていただきます。 

インフラの施設において事故が発生した時、対国民との関係では、国家賠償法上の営造物責

任が問題になります。 

営造物責任の成否は、通常有すべき安全性の有無に関わりますが、通常有すべき安全性の有

無をそもそも施設を管理又は保有している側が把握できているかというところが 1 つ問題だろ

うという風に思っています。 

その把握のために全数チェックするのは現実的ではありませんので、他にどのような指針が

あるのか考えた時に、当然もう皆さんされていることかもしれませんが、部材などを含め、そ



の設備が、年数等、どのような条件を想定して設計されているかも重要ではないかと思ってお

ります。 

どのような条件を想定して設計・設置されたのかによって、点検のタイミングも、異なって

くると思うので、そういう点を抑えながら点検に活かしていくという考え方もあるのではない

かという風に思います。 

それから、今の点で言いますと、今後新しくインフラ設備を設置する際には、その条件を踏

まえた点検のあり方というのも一緒に検討していく必要があると思いますし、既に設置されて

いるものに関しては、どのような条件で設定・設置されていたのかという点の他に、インフラ

のメンテナンスにはどうしても費用がかかりますが、国民の理解が得られないと費用面でも難

しさがあると思いますので、その条件等の客観的な根拠で明確化できるものがあれば、した方

がいいのではないかと思います。 

インフラ施設ではないのですが、国交省の指針がある点検に関して、その根拠が明確でない

ために施設の点検頻度を減らしても良いのではないかとする一般市民の意見があるようにも聞

いており、インフラ施設に置き換えて考えると、点検や整備ということに対して国民の理解が

得られにくい状況にあるようにも思えたので、その根拠の明確化ないし国民、市民にも見せて

いく見える化につなげていくことも必要ではないかと思った次第です。 

最後に、群マネの話が出ておりましたけれども、実際にどのような契約内容なのかは存じ上

げませんが、契約の在り方については、今後いろんな地域、自治体で問題なく、かつ使い勝手

が良くなるよう、よく検討していく必要があるのではないかと思っております。以上です。 

 

【家田委員長】 

はい、ありがとうございます。 

 

【梶浦委員】 

ようやく回ってきた、梶浦でございます。初回でございますので、その皆さんのようにあん

まりプラクティカルなことではなくて、ちょっとぶっ飛んだ話をさせていただきたいと思いま

す。 

私の方は、専門は経済安全保障を含む DX セキュリティです。 

で、最初に、重要インフラっていうか、インフラってどんなもんだっけっていうお話ござい

ました。で、今、例えば世界中で起きてる紛争の中で、例えば、イランとイスラエルはお互い

に上水道のハッキングをやってます。もう数年やってます。で、ご承知のように、ウクライ

ナ、ロシアはお互いの電力インフラをミサイルも含めて攻撃してます。 

やっぱり、どうもこの 2つが新重要インフラかなと。例えば、サイバーアタックという意味

では、去年の暮れにウクライナのハッカーがアエロフロートのシステム乗っとりまして、で、2

日ぐらい大混乱しました。で、ちょっと飛んだ記事としては、ロシア経済の急所をハッキング

で叩いたって褒めてるんですけど、本当に急所だったのか。 

航空がですね。もちろん、国交省さんのテリトリーで重要インフラだということは承知しな

がら、やっぱり電気と水に比べると、人の命に直結しないということで、ワンレベル下がるん

ではないかな、プライオリティが。で、サイバーセキュリティの業界で重要インフラっていう

と、今、15 分野を国家サイバー統括室が制定してます。 

で、1つ増えたのは 1 年半前の名古屋港の港湾ハッキングでした。で、それが加わってなんで

すけれども、そういうものは他にもいくつかはありまして、本当の重要インフラというのは私

としては電気と水だと思ってます。で、電気に関しては経産省さんのテリトリーなんで、特に

水でございます。 

で、先ほどグラフを見せていただくと、上水道の部分がピンク色、つまり自治体さんによる

ところが非常に高い、90数％で、やっぱりですね、自治体さんの能力を高めないと他のインフ

ラも含めて先行きは難しいだろうなという風に思いますので、じゃあそれはどうしたらいいの

かということでは、これは国交省さんへのお話というよりは、オブザーバーとしてご説明いた

だきました、資料 3ご説明いただきました総務省さんへのお話になるんですけれども、AI 活用

によって、その事務方のホワイトカラーの人間をブルーカラーに転じるという方向に持ってい

かないとダメだろうなと思ってます。 



現実にですね、最近、Amazon なんかの大きな企業がどんどんホワイトカラーのレイオフをや

りました。で、そういう人たちに今 1 番人気な職業は配管工だそうです。エッセンシャルワー

クビリオネアという単語まで生まれている。 

で、そういうこともあります。で、最近のインパクトで大きかったのは、やっぱり AI エージ

ェントですね。これはもう自律的に動いてしまうので、うまく育てると、先ほど植野さんが言

っておられた植野塾で育てておられるような人ぐらいまでひょっとしたらできちゃうかもしれ

ない。 

で、であればですね、総務省さんの方でベースとして自治体の業務を代行するような AIエー

ジェントのベースをお作りになって、これ 5年ぐらいはかかると思うんです。で、それを各自

治体さんでそこの状況に合わせて育てると。で、事務手続きにかけていた人材を現場に回すと

いう大きな方向性が必要なのではないかなと思っています。 

ただ、AIエージェントにも当然ながらリスクございまして、暴走する可能性があります。 

で、その時に、キルスイッチと言いますか、止めて手動に切り替えるようなスキーム、そう

いったものをですね、例えば、今ちょうど中国でパブコメかかってるんですけど、AI 関連サー

ビスの管理基準を、規約をですね、今パブコメに中国かけてます。で、その中には、地方政府

がサービサーに対して指導するというか、レビューをして指導して、必要な時は報告をさせて

改善させるというような項目も入ってます。このようなことをその総務省さんの方でお考えい

ただけないかなというのが大きな話でございます。 

で、それ以外に、今日も議論になっております国交省さんのテリトリーにおけるインフラの

メンテナンスという意味では、やはりデジタリゼーションを進めないと AIエージェントも使え

ませんので、その部分を、標準的なデジタルデータをどう集めるか。 

例えば東大の越塚先生なんかがベースレジストリーというのを一生懸命推進しておられます

けれども、こういうところはですね、共通的なデータベースとして持っていく、集めていく、

で、しかもそれを改ざん等から守ると、そういう大きなスキームはやはり国の方でお考えいた

だけないのかなという風に思ってございます。 

以前、小さな工務店なんかのデジタリゼーションが進まないよねっていう話の時に、公共事

業 5 兆円以上あるわけですから、これの受発注に関しては共通のデジタル受発注システムを国

交省さんでお作りになって、10 年の経過措置を持って全ての受発注に共通で使っていただくと

いう形でやるべきではないかみたいなことも申し上げました。 

そういうことも含めてですね、まだまだデジタルにできていない部分を地道にデジタリゼー

ションするとともに、そういうものに力を割けるような自治体職員さんをまず、これから育て

るでいいんですけど、事務作業から切り離して現場に出していくと、こういう大きな方向性が

必要なのではないかと思っております。以上でございます。 

 

【家田委員長】 

ありがとうございました。一通りお話いただきましたね。 

大変に大事なことを皆さんおっしゃってるんで、いちいちお答えいただくような筋合いのも

のじゃないと思いますんで、まとめて感想くらいなことでよろしいかと思いますが、その前に

私からちょっと、私からもかな、私の意見ということで申し上げておこうと思うんだけど、1つ

認識しなきゃいけないのは、我々は崖っぷちにいると、あるいは、崖に転落しつつある人たち

もいるという風に思わざるを得ない。だから、なんとなく今まで苦労してるけど、それを楽し

ましょうねって話じゃなくてね、崖から落ちないようにしましょうねって話をしてるんだとい

うことをまず基本認識をしなきゃいけない。それは、岩城先生の本のね、危機に立つというこ

とですよね。 

で、それで、あと 1つ、2 つ、もうちょっとたくさんかな、言うんだけど、第 1はですね、こ

のマネジメントっていう意味っていうのは、別にライフサイクルコストのこと言ってるわけじ

ゃなくて、ものを作っていく、計画するっていうようなアクションと、それをおもりをしたり

より良いものに改良するってものは一体であるという認識をしなきゃいけないと、こういうこ

とですね。分けちゃいけないっていうことです。それで、その時に言いたいのは、社会資本整

備をもう本当に一生懸命やってきたところだけども、社会資本整備、日本は第 2ステージに入

んなきゃいけないというくらいのことを言わなきゃいけないのが今じゃないかと思っておりま



す。それはどういう意味かっていうと、例えば下水道で言えば、非常に太いところはですね、

それは壊れたら一巻の終わりになってんだけど、そういうとこについちゃリダンダンシーを高

めるような努力をしないと、一括にはできませんけどね。それが第 2ステージだった。あるい

は、高速道路で言えば、2 車線でもいいからとにかく延長だけ増やしゃいいねっていうか、それ

によってアクセシビリティが高まりますからね。だけど、そうじゃなくて、やっぱり 4 車線く

らいなってないとね、いざっていう時には困っちゃうよねっていう、そういう第 2 ステージ。

そういう意味で、ようやくというか、ついに第 2ステージに入るんだなという認識をしてはど

うかというのが 1 点目です。 

で、2点目は、メリハリっていうのは、これまであんまり言われてこなかったんですね。この

人工物的なとこではね。割と一律主義が強かったんだけど、先ほど川の話をね、お話が出まし

たけども、例えば河川の安全度っていうのは、超過確率 200 分の 1 の川もあるし、10 分の 1の

川もあるし、それはトータルの量が違いますから、違って当然なんですが、川の目の前に 1

軒、私の家がこの 200 分の 1 であって、植野さんの家が 10分の 1 であったら、もちろん差はす

ごいですよね。でも、社会の中でそれは当然のことでしょうという風になってきたのが川の社

会ですよね。で、それっていうのは別に川だけじゃなくて、どれにだって当てはまることだ

と。重要性であるとか施設の脆弱性であるとかいうこと考えればメリハリは当たり前というこ

とに突入しなくては持たない、崖っぷちから落ちる方向にしかないという風に思います。 

それから、次はですね、先ほどね、マネジメント会社っていうようなお話があって、私も賛

成ではあるし、分野によっちゃそういうのをそれぞれの業界の中で作ってやってるわけですけ

ども、その時に考えなきゃいけないのは、全国 40何万社もある零細な建設会社の存在です。 

したがって、それを全くいじらないでマネジメント会社作るってのは現実的じゃないんで、

要するにそういう、市場と言いますかマーケットっていうのをどういう風にこれから考えて新

しい時代に持ってくかという問題かなと。これは決して優しいことじゃないんですけども、そ

れもやっぱり乗り越えなければいけない、ちょっと時間かかるかもしれませんけどね、という

風に伺った次第でございます。 

それから、見える化というのが非常に重要なキーワードになってるんですが、2つの見える化

と言ってますが、1つ目は我々は見るべきところをちゃんと見てるのかという、そういう問題提

起であります。見えてるのか。でもいいしね。それは八潮でつくづく思ったわけですけども、

大事なとこはやっぱり徹底して見えるようにしなきゃいけない。これは技術も駆使したり、ル

ールも徹底しなきゃいけないんですが、もう 1 つの見える化は、国民につぶさに現状なり努力

してるとこなり、課題なりなんなりを見てもらえるようにしなきゃ。財務状況も含めてです

ね。それが見える化です。それがない限り、国民的な支援は得られるはずもないわけです。 

岩城先生がおっしゃってる、人々と一緒になってやって初めてっていうのは、この見える化

を徹底してやるということがあって初めて実現するもんだと思います。 

ところが、残念なことに、官庁組織というのは物事をオープンにするっていうところが十分

でない。DNA のようなものを持ってましてね、この DNA をね、入れ替えるってのはなかなか難し

い話なんだけどね。これを乗り越えない限り見える化はできない。 

川でもつくづく感じておりますし、下水道でも感じましたし、いろんなとこで、できること

ならあんまりこう問題があるって言いたくないという気持ちがつい出してしまうという、この

体質改善を官庁側でどうするかっていうのがポイントだと思いますね。 

という風に考えますと、大事なことは、このインフラに関わる国民的スタンスというものは

本来どういうものであるべきか、時代が変わって今転換しようとするときにどういう理念が真

ん中にあるべきかというような、インフラに関わる、あるいはもっと言えばインフラマネジメ

ントに関わる基本的な考え方、言わば憲法に相当するものを明瞭にするということが極めて重

要じゃないか。そして、それを根拠に置きながら、例えば群マネですし、例えば人々を巻き込

んでですが、そういう具体的アクションを、なんとなく、岩城先生がやってるからいいなっ

て、そういう話じゃなくて、制度としてもちゃんとバックアップできるような、法制度がそう

いうあるべきことを制度的にバックアップできるようなものにしないといけない。 

例えば、先ほど植野さんがおっしゃった、富山と前橋といわき、全然違うとこですよね。そ

れは植野さんがいるからやれるわけですよね。 

植野さんがいなかったらそれはありえないってわけですよ。それは要するに属人に依存して



やってくことなんで、もちろん属人だって大事な話ですが、属人でできるのは量的には限られ

てる。それを制度的に実現できるようにするには、繰り返しになりますけど、法制度をきっち

りとしたものを作る覚悟をするということが大事じゃないかなと思った次第でございます。以

上、いくつか申し上げましたが、皆さんおっしゃっていただいたこと、実にもっともなお話ば

かりだったと思いますんで、まとめて事務局からお答えいただき、また続けて、今後のなんで

すかね、スケジュールもお願いしたいと思います。 

 

【事務局：森下公共事業企画調整課長】 

本当に貴重なご意見ありがとうございました。キックオフにあたりまして、非常に、我々

も、身の引き締まる思いで今聞かせていただきました。いかに、現場で起こっていることが、

急激な変化を迎えていて、それに対応していくというような、表面的な話ではなくてですね、

現場をしっかり見据えた上で根本から見直していくということのご意見かと、全般的に、お聞

かせいただいたところです。 

ほんとに我々、これから気を引き締めて準備してまいりたいと思いますので、引き続きご意

見いただければと思います。ありがとうございます。 

 

【事務局：西山社会資本整備政策課長】 

それでは、私の方から補足をさせていただきます。最後に家田委員長の方から本当にまとめ

ていただいた通りだと感じているところでありまして、しっかり検討もしていく必要があると

考えております。 

第 2 ステージというお言葉がございまして、もう本当その通りだと思います。これまでイン

フラの、縦ごとにですね、インフラの分野ごとにやってきたわけですが、それをやっぱり今回

第 2 ステージということで、骨太な施策のあの横串で通すようなものを、しっかり施策の体系

を構築していく、その際には、各委員からいただいたように、行政、これは例えば施設ごとの

管理権限の区分をどうしていくか、また受け手の問題、これは小澤委員からもありましたよう

に調達の問題とかございます。さらには、国民、そしてインフラ、個々のインフラごとの安全

性、こういったものをどういうふうに国民に示していくか、こういった様々な観点があろうか

と思いますので、しっかりと検討を深めてまいりたいと考えております。以上です。 

 

【事務局：森下公共事業企画調整課長】 

では、引き続きまして、資料 5、説明させていただきます。 

 

【事務局：祢津企画官（公共事業企画調整課）】 

はい。それでは、資料 5につきまして、今後の検討の進め方についてということでご説明さ

せていただきます。 

1 枚おめくりください。冒頭申し上げました通り、12月 16 日に大臣諮問がありまして、この

キックオフに至ったところでございます。本日、論点整理等々させていただきました。今後、

複数回この小委員会を、主な審議事項、こういったところを中心に議論させていただきなが

ら、今後、夏頃とさせていただいておりますが、まず中間的な取りまとめをさせていただきた

いと思いますので、非常に密なスケジュールになりますけれども、何卒よろしくお願いしま

す。 

事務局から以上でございます。 

 

【家田委員長】 

ありがとうございます。この進め方についてご質問やご意見ありましたら、どうぞご発言い

ただきたいと思います。いかがでしょうか。特にご発言ございませんか。はい、ありがとうご

ざいます。それじゃあ、大筋お認めいただいたってことにいたしましょう。 

今日も皆さんね、実に積極的なご発言いただきました。ありがとうございました。なるべく

委員の皆さん方にものを言っていただきたい、あるいはご提言をいただきたいという風に思い

ますので、何らかの格好で皆さんの意見が十分に反映できるように、あるいは十分に表明でき

る時間をなんとか取れるように事務局にお願いしているところでございますが、その節はご協



力のほどよろしくお願いいたします。それじゃ、私の司会はお返しいたします。 

 

【事務局：森下公共事業企画調整課長】 

はい。家田委員長、ありがとうございました。本日は熱心なご議論、誠にありがとうござい

ました。最後に、技術総括審議官の中村よりご挨拶申し上げます。 

 

【中村技術総括審議官】 

我が国のインフラにつきましては、先ほどお話がございましたけれども、高度経済成長期以

降に集中整備がなされるというようなことで、例えば道路橋では、建設から 50年以上経過する

ものが 2040 年までに約 75％に達するという見込みになるという風に伺っているところでござい

ます。また、インフラを管理している自治体、市町村における人員、予算の不足等による課題

というものが深刻化しているところでございます。こうした中で、群マネなどの取組を進めて

おりますが、さらに、今後、人口減少が加速する中、地域の将来像を踏まえてインフラの整備

や管理を行い、集約・再編等によりインフラストックを適正な水準に再構築していくインフラ

マネジメントのあり方を検討していくということが大事だという風に考えてございます。今

後、先ほどもございました通り、夏頃の中間的な取りまとめに向けまして、引き続きご指導、

ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

本日は、お忙しい中、長時間にわたりご審議いただきまして、ありがとうございました。 

 

【事務局：森下公共事業企画調整課長】 

ありがとうございました。本日の議事録につきましては、後日、事務局より各委員への確認

を行った後、ホームページに掲載をさせていただく予定でございます。 

それでは、以上を持ちまして第 1 回インフラマネジメント戦略小委員会を閉会させていただ

きます。本日は、活発なご議論、誠にありがとうございました。 

 


